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告 示■

◎群馬県告示第１３６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年４月２８日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ３５３号 渋川市渋川字関下１１９８番の１地先 前 ７．４～４８．０ ２００６５．０
から吾妻郡中之条町大字伊勢町字上原 １２．０～３５９．６ １４３９５．５
６７４番の７地先まで

後 ７．４～４８．０ ２００６５．０
８．３～３５９．６ １７８０６．１

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により長野堰土地改良区の定款の変更を令和２

年４月１６日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和２年４月２８日

群馬県知事 山 本 一 太
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